
障害者活躍推進計画 

機関名 三沢市立三沢病院 

 

任命権者 三沢市立三沢病院事業管理者 

 

計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

※計画期間内においても、取り組み状況等を把握・検証し、必要に応じ

て計画の見直しを行います。 

 

三沢市立三沢 

病院における 

障害者雇用に 

関する課題 

 職員の大多数が除外職員（法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員

の数から控除される職員）であること、また、障害者に限定した採用試

験を実施していることもあり、法定雇用率は達成しています。 

今後も法定雇用率は達成しつつ、さらに、障害のある職員一人ひとり

が障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できるよう、個々の状況に

配慮しながら、継続して働くことができる環境づくりを進めることを目

指し、職種や業務内容の精査、更なる体制整備や各種取り組みを進める

ことが必要です。 

 

目標 

①採用に 

関する目標 

 障害者雇用率は、下表のとおりとなっています。 

 平成２９年 

６月１日時点 

平成３０年 

６月１日時点 

令和元年 

６月１日時点 

雇用率 ２．０３％  

（２．３ ％） 

３．４６％  

（２．５ ％） 

４．０２％  

（２．５ ％） 

（ ）は法定雇用率 

 平成２９年には法定雇用率を達成できませんでしたが、障害者に限定

した採用試験を実施した結果、平成３０年には法定雇用率を達成するこ

とができました。法定雇用率は、令和３年４月１日より前に０．１％の

引き上げが行われることから、引き続き障害者に限定した採用試験を実

施していくなど障害者雇用の推進に取り組む必要があります。 

 

＜目標＞ 

法定雇用率を維持しながら、個々の状況に配慮しながら、継続して働

くことができる環境づくりを進めることを目指し、職種や業務内容の

精査、更なる体制整備や各種取り組みを進めていくことを目標としま

す。 



＜評価方法＞ 

毎年の障害者である職員の任免に関する状況の通報により把握し、評

価することとします。 

 

②定着に 

関する目標 

＜目標＞ 

不本意な離職者を極力生じさせないことを目標とします。 

＜評価方法＞ 

毎年の障害者である職員の任免に関する状況の通報の時期に、対象者

の勤続年数等定着状況を把握し、評価することとします。 

 

取組内容 

１障害者の活躍を推進する体制整備 

 ⑴組織面 ○令和元年１２月５日に事務局管理課長を機関の障害者雇用推進者とし

て選任しています。 

○障害のある職員が５人以上である機関の任命権者は、障害者職業生活

相談員を選任します。なお、令和元年１２月５日に事務局管理課課長

補佐を障害者職業生活相談員として選任しています。 

 ⑵人材面 ○障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）は、青

森労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる

こととします。 

○厚生労働省青森労働局雇用対策課が主催する養成講座に管理課職員や

障害者が配属されている部署の職員等を受講させる等により精神・発

達障害者しごとサポーターを養成します。 

２．障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

  〇現に勤務する障害者や、今後採用する障害者の能力や希望も踏まえ、

年に１回以上、組織内におけるアンケート等を実施、活用しながら職

務の選定及び創出について検討を行います。 

  〇新規採用又は部署異動の場合、人事評価の中間面談等を活用すること

で、障害者と業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、

又、職務遂行状況や習熟度等に応じて、職務の選定・創出に取り組み

ます。 

３．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

 ⑴ 職務環 

 境 

〇新規採用の場合、必要な配慮事項等を面接時に確認し、過重な負担に

ならない範囲で、必要な措置を講じます。 

〇新規採用又は部署異動の場合、人事評価の中間面談等を活用すること

で、必要な配慮を把握し、継続的に必要な措置を講じます。 



〇なお、措置を講じるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、

過重な負担とならない範囲で適切に実施します。 

 ⑵募集・採 

 用 

〇障害者に限定した会計年度任用職員の募集を行い、障害者の積極的な

採用に努めます。 

〇採用選考に当たり、障害特性に配慮した選考方法を工夫し、知的障害

者、精神障害者及び重度障害者の積極的な採用に努めます。 

〇募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。 

 ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

 ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

 ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

 ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられる

こと」といった条件を設定する。 

 ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

 ⑶働き方 〇時間退位の年次有給休暇や病気休暇などの各種休暇の利用を促進しま

す。 

 ⑷その他 

の人事 

管理 

〇人事評価の面談時に、状況把握・体調配慮を行います。 

〇障害者からの要望を踏まえ、障害特性に配慮した職場介助、通勤への

配慮等障害者支援に係る取組みを行います。 

〇中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）

について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備

等や通院への配慮、働き方等の取組みを行います。 

〇本人が希望する場合には、「精神障害者等の就労パスポート」の活用等

により、就労支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適切

な支援や配慮を講じます。 

４．その他 

  特になし 

 

５．計画の公表及び取組状況の公表 

  〇この計画を策定または変更したときは、職員に広く周知するともに、

ホームページにおいて公表します。 

〇本計画に対する取組状況について、年に１度、ホームページにおいて

公表します。 

 

 


